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改正水道法の施行について 

 

平成 13 年 7 月 4 日付けで水道法の一部を改正する法律が公布され、またこ

れに基づき、平成 13 年 12 月 19 日付けで水道法施行令の一部を改正する政令、

平成 14 年 3 月 27 日付けで水道法施行規則の一部を改正する省令が公布された

ところである。 

これら改正後の関係法令の施行については、平成 14 年 3 月 27 日付け健水発

第 0327001 号本職通知により、各都道府県等水道行政担当部局あて周知を図っ

たので、貴職に対しても別紙のとおり情報提供するとともに、改正された水道

法(以下「法」という。)の運用に当たっての留意点は下記のとおりとするので、

御承知おき願いたい。 

記 

 

1 水道法施行規則(以下「規則」という。)第 8 条の 2 及び第 51 条の 5 につい

て 

規則第 8 条の 2 第 1 号及び第 51 条の 5 第 1 号に規定する給水人口及び給水

量は、事業の変更に当たり事業者が当面の事業計画として新たに設定するもの

であり、第 7 条の 2 第 2 号及び第 4 号並びに第 51 条の 4 第 1 項に規定される

認可給水人口及び認可給水量とは異なることに留意されたい。 

また、規則第 8 条の 2 第 2 号及び第 51 条の 5 第 2 号に規定する厚生労働大

臣に届け出る変更後の事業の概要は、以下のとおりとし、その記載要領は変更

認可の申請書及びその添付書類等の記載に準じることとする。 

なお、水道用水供給事業の認可の申請に当たり、厚生労働大臣に提出する事

業計画書では給水量の算出根拠の記載を求めていないが、認可基準の技術的細

目として給水量が合理的に設定されたものであること等が要求されており、届

出においてもこの趣旨等を踏まえ、給水量の算出根拠の提出を求めることとし

た。 

(1) 法第 10 条第 1 項第 1 号に規定する軽微な変更の場合 

・水道施設の概要 

・給水開始の予定年月日 



・給水人口及び給水量の算出根拠 

・料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件 

・配水管における最大静水圧及び最小動水圧 

・工事の着手及び完了の予定年月日 

・給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内にお

ける専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明

らかにする地図 

・水道施設の位置を明らかにする地図 

(2) 法第 10 条第 1 項第 2 号に規定する事業の譲受けの場合 

・水道施設の概要 

・給水人口及び給水量の算出根拠 

・経常収支の概算 

・料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件 

・給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内にお

ける専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明

らかにする地図 

・水道施設の位置を明らかにする地図 

(3) 法第 30 条第 1 項第 1 号に規定する軽微な変更の場合 

・水道施設の概要 

・給水開始の予定年月日 

・給水量の算出根拠 

・工事の着手及び完了の予定年月日 

・水道施設の位置を明らかにする地図 

(4) 法第 30 条第 1 項第 2 号に規定する事業の譲受けの場合 

・水道施設の概要 

・給水量の算出根拠 

・経常収支の概算 

・水道施設の位置を明らかにする地図 

 

2 水道台帳の提出について 

水道台帳については、認可の申請事項の概要を記載したものとして提出を依

頼してきたところであるが、別添を参考に法第 10 条第 3 項及び第 30 条第 3 項

の規定に基づく届出を行う際にも、新たな事業計画を踏まえて作成された台帳

を厚生労働大臣あて 2 部提出するようお願いする。 

 

 


